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答

弁

第

一

五

号 
   

し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
。 

衆
議
院
議
員
和
田
貞
夫
君
提
出
被
疑
者
と
の
接
見
交
通
か
ら
見
た
狭
山
事
件
の
問
題
点
に
関
す
る
質
問
に
対 
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一
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五
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五
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一
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二
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大
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喜 
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一 

 



 

三 

 
衆
議
院
議
員
和
田
貞
夫
君
提
出
被
疑
者
と
の
接
見
交
通
か
ら
見
た
狭
山
事
件
の
問
題
点
に
関
す
る 

質
問
に
対
す
る
答
弁
書 

一
及
び
二
に
つ
い
て 

平
成
四
年
六
月
中
に
勾
留
の
請
求
が
な
さ
れ
た
被
疑
者
に
つ
い
て
法
務
省
が
調
査
し
た
結
果
に
よ
れ
ば
、
家

族
等
と
の
接
見
に
つ
い
て
刑
事
訴
訟
法(

昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
三
十
一
号)

第
八
十
一
条
及
び
第
二
百
七
条

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
接
見
禁
止
の
措
置
が
採
ら
れ
ず
、
法
律
上
の
制
限
な
く
し
て
自
由
に
接
見
す
る
こ
と 

が
認
め
ら
れ
た
人
員
の
割
合
は
、
全
勾
留
人
員
の
う
ち
約
八
十
一
・
三
パ
ー
セ
ン
ト
で
あ
り
、
弁
護
人
又
は
弁

護
人
を
選
任
す
る
こ
と
が
で
き
る
者
の
依
頼
に
よ
り
弁
護
人
と
な
ろ
う
と
す
る
者
（
以
下
「
弁
護
人
等
」
と
い

う
。
）
が
被
疑
者
と
の
接
見
を
申
し
出
た
場
合
に
は
、
す
べ
て
接
見
が
認
め
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
検
察
官
が
同

法
第
三
十
九
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
接
見
の
日
時
等
を
指
定
し
た
全
回
数
の
う
ち
、
十
五
分
間
程
度
の
時 



四
に
つ
い
て 

三
に
つ
い
て 

検
察
官
が
刑
事
訴
訟
法
第
三
十
九
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
接
見
等
の
日
時
等
を
指
定
す
る
こ
と
が
で
き

る
の
は
、
捜
査
の
た
め
必
要
が
あ
る
と
き
に
限
ら
れ
て
い
る
上
、
同
項
た
だ
し
書
に
よ
り
、
そ
の
指
定
は
、
被

疑
者
が
防
御
の
準
備
を
す
る
権
利
を
不
当
に
制
限
す
る
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
と
さ
れ
て
お
り
、

前
記
の
と
お
り
、
実
務
の
運
用
に
お
い
て
も
被
疑
者
の
防
御
権
及
び
弁
護
人
等
と
の
接
見
交
通
権
は
十
分
に
保

障
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
御
指
摘
の
市
民
的
及
び
政
治
的
権
利
に
関
す
る
国
際
規
約(

昭
和
五
十
四
年

条
約
第
七
号)

第
十
四
条

3
(ｂ )
及
び

(ｄ )
に
違
反
す
る
実
情
は
存
在
し
な
い
。 

間
を
指
定
し
た
回
数
の
割
合
は
約
二
十
五
・
四
パ
ー
セ
ン
ト
に
す
ぎ
ず
、
そ
の
余
に
つ
い
て
は
す
べ
て
十
五
分

間
を
超
え
て
接
見
の
時
間
が
指
定
さ
れ
て
い
る
。 

御
指
摘
の
お
茶
の
水
女
子
大
寮
で
の
事
件
に
つ
き
、
弁
護
人
が
昭
和
六
十
年
七
月
二
十
二
日
及
び
同
月
二
十 

四 

 



五
、
七
及
び
八
に
つ
い
て 

六
に
つ
い
て 

五
日
の
二
回
に
わ
た
り
、
被
疑
者
と
接
見
し
、
更
に
同
月
二
十
九
日
、
検
察
官
に
三
回
目
の
接
見
を
申
し
出
た

と
こ
ろ
、
検
察
官
は
、
弁
護
人
に
対
し
、
捜
査
の
た
め
必
要
が
あ
る
と
し
て
接
見
の
日
時
を
同
年
八
月
一
日
午

前
中
と
し
て
指
定
す
る
用
意
が
あ
る
旨
回
答
し
た
。
そ
こ
で
、
弁
護
人
は
、
同
年
七
月
二
十
九
日
、
検
察
官
の

右
取
扱
い
に
つ
い
て
、
東
京
地
方
裁
判
所
に
準
抗
告
を
申
し
立
て
た
が
、
同
裁
判
所
が
こ
れ
を
棄
却
し
た
こ
と

か
ら
、
同
年
八
月
一
日
、
検
察
官
の
指
定
に
基
づ
い
て
被
疑
者
と
接
見
し
た
も
の
で
あ
っ
て
、
検
察
官
の
右
取

扱
い
は
違
法
な
も
の
で
は
な
い
。 

御
指
摘
の
狭
山
事
件
に
お
け
る
接
見
指
定
の
当
否
に
つ
い
て
は
、
自
白
の
任
意
性
及
び
信
用
性
の
判
断
に
も

関
連
し
て
お
り
、
現
在
、
東
京
高
等
裁
判
所
に
再
審
請
求
事
件
が
係
属
中
で
あ
る
の
で
、
答
弁
は
差
し
控
え
た

い
。 

五 

 



九
に
つ
い
て 

現
在
の
刑
事
訴
訟
の
実
務
上
、
適
正
な
取
調
べ
に
よ
っ
て
得
ら
れ
た
被
疑
者
の
供
述
が
事
案
の
真
相
を
解
明

す
る
上
で
極
め
て
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
こ
と
に
か
ん
が
み
る
と
、
取
調
べ
に
際
し
て
の
弁
護
人
の
立

会
い
や
取
調
状
況
の
録
音
等
被
疑
者
の
取
調
べ
の
在
り
方
に
つ
い
て
は
、
最
大
限
二
十
三
日
間
と
い
う
限
ら
れ

た
被
疑
者
の
身
柄
拘
束
期
間
の
中
で
迅
速
に
捜
査
を
遂
げ
て
実
体
的
真
実
を
追
求
す
る
必
要
が
あ
る
こ
と
を
考 

自
白
調
書
の
証
拠
能
力
に
つ
い
て
は
、
当
該
自
白
が
い
わ
ゆ
る
接
見
禁
止
中
に
な
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
か
否

か
を
問
わ
ず
、
刑
事
訴
訟
法
第
三
百
十
九
条
第
一
項
に
よ
り
、
強
制
、
拷
問
又
は
脅
迫
に
よ
る
自
白
、
不
当
に

長
く
抑
留
又
は
拘
禁
さ
れ
た
後
の
自
白
そ
の
他
任
意
に
さ
れ
た
も
の
で
な
い
疑
い
の
あ
る
自
白
は
、
証
拠
能
力

が
な
い
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。 

前
記
狭
山
事
件
に
お
け
る
自
白
の
信
用
性
に
つ
い
て
は
、
現
在
、
東
京
高
等
裁
判
所
に
再
審
請
求
事
件
が
係

属
中
で
あ
る
の
で
、
答
弁
は
差
し
控
え
た
い
。 

六 

 



 

七 

慮
し
つ
つ
、
科
学
的
あ
る
い
は
客
観
的
な
捜
査
方
法
の
在
り
方
、
処
罰
規
定
の
客
観
化
等
の
問
題
を
も
含
め 

て
、
広
く
刑
事
訴
訟
制
度
全
体
の
枠
組
み
の
中
で
慎
重
に
検
討
す
べ
き
も
の
で
あ
る
と
考
え
る
。 




